
別表第１ 

職名 資格・職務能力 職務内容 雇用年齢上

限 

定年 その他の事項 

事務補佐

員 

当該業務の遂行能力があ

り、原則として他の職に

就いていない者 

事務の補佐業

務に従事 

満６５歳 満６５歳 ・当該雇用経費の趣

旨に添った雇用に限

る 

・学生、研究生等を

除く 

技術補佐

員 

技術に関する

職務の補佐業

務に従事 

技能補佐

員 

技能に関する

職務の補佐業

務に従事 

労務補佐

員 

労務作業に従

事 

（平２９達１６・令５達４４・一部改正） 

別表第２ 

職名 資格・職務能力 職務内容 雇用年齢上

限 

定年 その他の事項 

寄附講座

教員 

寄附研究

部門教員 

当該講座又は研究部門教

員としての業務の遂行能

力があり、原則として他

の職に就いていない者 

当該講座にお

ける教育研究

又は研究部門

における研究

に従事するほ

か、本学の定め

により当該講

座又は研究部

門における業

務に支障のな

い範囲内でそ

の他の授業又

は研究指導を

担当する 

満６５歳 

（ただし、大

学が特に認

めた場合は、

この限りで

ない。） 

満６５歳 ・当該講座又は研究

部門の継続している

間、雇用可能 

・当該寄附講座又は

寄附研究部門の設置

に係る寄附金にて雇

用される場合に限る 

・選考方法、選考基

準は当該講座・研究

部門を置く部局が定

める 

・学生、研究生等を

除く 

産学共同

講座教員 

産学共同

研究部門

教員 

当該講座にお

ける研究教育

又は研究部門

における研究

に従事するほ

か、当該講座又

は研究部門に

おける業務に

支障のない範

囲内でその他

の授業又は研

究指導を担当

する 

・当該講座又は研究

部門の継続している

間、雇用可能 

・当該産学共同講座

又は産学共同研究部

門の設置に係る共同

研究費等にて雇用さ

れる場合に限る 

・選考方法、選考基

準は当該講座・研究

部門を置く部局が定

める 

・学生、研究生等を

除く 

研究員（必

要に応じ

て総長の

定めると

ころによ

当該プロジェクト等に応

じ総長が定める 

当該プロジェ

クト等に係る

研究等に従事 

・当該研究がプロジ

ェクトである場合

は、当該プロジェク

トの継続している

間、雇用可能 



り名称を

付記する

ことがで

きる） 

・当該プロジェクト

等経費にて雇用され

る場合に限る 

・学生、研究生等を

除く 

（平１８達２２・平１９達１７・平２０達９・平２２達１２・平２５達１３・平２９達

１６・平２９達５５・一部改正） 

別表第３ 

職名 資格・職務能力 職務内容 雇用年齢上

限 

定年 その他の事項 

医員 医師免許又は歯科医師免

許を有する者のうち、医

師法若しくは歯科医師法

の規定に定める臨床研修

を修了した者又はこれに

準じる診療業務を行った

者 

診療に従事 

必要に応じ、診

療を通じての

臨床教育の補

助的職務及び

診療に関して

研究にも従事 

満６５歳 

（ただし、大

学が特に認

めた場合は、

この限りで

ない。） 

満６５歳 ・任期については、

医学部附属病院の定

めによる 

・当該医員又は医員

（研修医）に係る雇

用経費にて雇用され

る場合に限る 

・学生、研究生等を

除く 
医員（研修

医） 

医師国家試験又は歯科医

師国家試験に合格した者

（医員の資格・職務能力

欄に該当する者を除く。）

医師法又は歯

科医師法の規

定に定める臨

床研修に従事 

法科大学

院特別教

授 

法科大学

院特別准

教授 

法科大学院において実務

基礎教育を実施するため

特に必要となる高度専門

職業人 

法科大学院（法

学研究科法曹

養成専攻）にお

ける教授又は

准教授の職務

に従事 

・任期については、

法科大学院の定めに

よる 

専門職大

学院特別

教授 

専門職大

学院特別

准教授 

専門職大学院（法科大学

院を除く。）において実

務基礎教育を実施するた

め特に必要となる高度専

門職業人 

専門職大学院

（法科大学院

を除く。）にお

ける教授又は

准教授の職務

に従事 

・任期については、

当該専門職大学院の

定めによる 

（平１８達２２・平１９達１７・平２２達１２・平２３達２２・平２５達１３・平２９

達１６・一部改正） 

別表第４ 

A １０，４００円

B １２，０００円

C １３，６００円

D １５，２００円

E １６，８００円

F １８，４００円

G ２０，０００円

H ２１，６００円

I ２３，２００円

J ２４，８００円

K ２６，４００円

L ２８，０００円

M ２９，６００円

N ３１，２００円



※ 雇用する者の経験及び就かせる業務の内容等により単価を決定するものとする。 

別表第５ 

職名 日給額 

医員 医師免許等取得後の経験年

数 

２年目 １１，２００円 

３～４年目 １２，０００円 

５～６年目 １２，４００円 

７～８年目 １３，１００円 

９年目以上 １３，８００円 

医員（研修医） １１，２００円

法科大学院特別教授 ５０，０００円

法科大学院特別准教授 ３０，０００円

専門職大学院特別教授 ５０，０００円

専門職大学院特別准教授 ３０，０００円

※ 医師免許等とは、医師免許及び歯科医師免許をいい、医師免許等取得後の経験年数を算出

する起算日は、当該免許を取得した日の属する年の４月１日とする。 

（平１８達２２・平１９達１７・令７達８・一部改正） 

別表第６ 

有期雇用教職員の区分 休日 始業及び終業の時刻 休憩時間 

授業、実験等の業務その他の

業務に従事する有期雇用教

職員のうち部局長が指定す

る者 

第４７条第

１項各号に

定める休日 

午前７時から午後３時４５

分まで 

午前１１時から正午まで、

正午から午後１時まで、午

後１時から午後２時まで 午前７時３０分から午後４

時１５分まで 

午前８時から午後４時４５

分まで 

午前９時から午後５時４５

分まで 

午前９時３０分から午後６

時１５分まで 

午前１０時から午後６時４

５分まで 

午前７時から午後３時３０

分まで 

午前１１時から午前１１時

４５分まで、正午から午後

０時４５分まで、午後１時

から午後１時４５分まで、 

午前７時３０分から午後４

時００分まで 

午前８時から午後４時３０

分まで 

午前９時から午後５時３０

分まで 

午前９時３０分から午後６

時００分まで 

午前１０時から午後６時３

０分まで 

医学部附属病院に勤務する

医員及び医員（研修医）のう

ち、医学部附属病院長が指定

する者 

１週間に２

日又は３日 

午前８時３０分から午後５

時まで 

正午から午後０時４５分ま

で 

午前８時３０分から午後５

時１５分まで 

正午から午後１時まで 

午後４時から翌日午前０時

３０分まで 

午後８時から午後８時４５

分まで 

午後４時から翌日午前０時

４５分まで 

午後８時から午後９時まで 



午前０時から午前８時３０

分まで 

午前４時から午前４時４５

分まで 

午前０時から午前８時４５

分まで 

午前４時から午前５時まで 

フィールド科学教育研究セ

ンター海域ステーション瀬

戸臨海実験所に勤務する有

期雇用教職員 

１週間に２

日 

午前８時３０分から午後５

時１５分まで 

午前１１時３０分から午後

０時３０分まで 

午後０時３０分から午後１

時３０分まで 

（平１８達２２・平１９達１７・平２１達３・令４達５・一部改正） 

別表第６の２ 

有期雇用教職

員の区分 

割り振り 

単位期間 

休日 始業及び終業の時刻 休憩時間 備考 

医学部附属病

院総合周産期

母子医療セン

ターに勤務す

る医員のうち、

医学部附属病

院長が指定す

る者 

４週間 医学部附属病

院長が指定す

る８の１日勤

務日 

午前８時３０分から

午後５時１５分まで 

正午から午後１時

まで 

 

午後４時３０分から

翌日午前９時まで 

午前１時１５分か

ら午前２時１５分

まで 

２日分の日

給を支給す

る 

医学部附属病

院総合周産期

母子医療セン

ターに勤務す

る医員のうち、

医学部附属病

院長が指定す

る者 

４週間 医学部附属病

院長が指定す

る１２の１日

勤務日 

午前８時３０分から

午後５時１５分まで 

正午から午後１時

まで 

 

午後４時３０分から

翌日午前９時まで 

午前１時１５分か

ら午前２時１５分

まで 

２日分の日

給を支給す

る 

医学部附属病

院に勤務する

医員（研修医）

のうち、医学部

附属病院長が

指定する者 

４週間 医学部附属病

院長が指定す

る８の１日勤

務日 

午前８時３０分から

午後５時１５分まで 

正午から午後１時

まで 

 

午後８時３０分から

翌日午前８時３０分

まで 

午後１１時から午

前３時１５分まで 

 

午前３時１５分か

ら午前７時３０分

まで 

 

午前１１時４５分か

ら午後８時３０分ま

で 

午後４時から午後

５時まで 

 

午後１時１５分から

午後１０時まで 

午後６時から午後

７時まで 

 

医学部附属病

院集中治療部

に勤務する医

員のうち、医学

部附属病院長

が指定する者 

４週間 医学部附属病

院長が指定す

る８の１日勤

務日 

午前８時３０分から

午後５時１５分まで 

正午から午後１時

まで 

 

午前８時３０分から

翌日午前２時まで 

正午から午後１時

まで 

午後１０時から午

後１１時まで 

２日分の日

給を支給す

る 

医学部附属病

院集中治療部

に勤務する医

員のうち、医学

４週間 医学部附属病

院長が指定す

る１２の１日

勤務日 

午前８時３０分から

午後５時１５分まで 

正午から午後１時

まで 

 

午前８時３０分から

翌日午前２時まで 

正午から午後１時

まで 

２日分の日

給を支給す



部附属病院長

が指定する者 

午後１０時から午

後１１時まで 

る 

（令５達７・追加、令５達５４・令６達４２・一部改正） 

別表第７ 

有期雇用教職員の区分 始業及び終業の時刻 休憩時間 

診療等の業務、窓口業務その

他の業務に従事する有期雇

用教職員のうち部局長が指

定する者 

午前８時３０分から午後５時まで 午後１時から午後１時４５

分まで 

午前８時３０分から午後５時１５分ま

で 

午後１時から午後２時まで 

（平２１達３・一部改正） 

別表第８ 

雇用月 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

１０日 １０日 １０日 １０日 １０日 １０日 ８日 ７日 ６日 ４日 ３日 １日 

※ ６月を超える契約期間が定められているものに適用する。 

（令４達７６・追加） 

別表第９ 

雇用の日から起算した継続勤務期間 

１年以下 １年を超え２

年以下の年数 

２年を超え３

年以下の年数 

３年を超え４

年以下の年数 

４年を超え５

年以下の年数 

５年を超える年

数 

１１日 １２日 １４日 １６日 １８日 ２０日 

（令４達７６・追加） 

別表第１０ 

育児・介護規程の規

定 

適用する規定 

第３条 第３条 有期雇用教職員は、当該有期雇用教職員の１歳に満たない子（特別

養子縁組のための試験的な養育期間にある子（監護期間中の子）及び養子

縁組里親として委託されている子等を含む。第３１条を除き、以下同じ。）

を養育するために、大学に申し出ることにより、当該子が１歳に達する日

まで育児休業（次項に規定する出生時育児休業を除く。以下この項におい

て同じ。）をすることができる。ただし、当該子が１歳に達する日（以下

（「１歳到達日」という。）までの期間内に２回の育児休業をした場合に

は、当該子については特別の事情がある場合を除き、当該申出をすること

ができない（任期又は期間を付して雇用される者が育児休業をしている場

合において、その任期又は期間の終了後、任期又は期間の更新に伴い、そ

の初日から引き続き申し出る場合を除く。）。 

２ 有期雇用教職員は、当該有期雇用教職員の子について、大学に申し出る

ことにより、当該子の出生の日から起算して８週間を経過する日の翌日ま

で（出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当

該出産予定日から起算して８週間を経過する日の翌日までとし、出産予定

日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の

日から起算して８週間を経過する日の翌日までとする。）の期間内に４週

間を限度として有期雇用教職員（国立大学法人京都大学有期雇用教職員就

業規則（平成１７年達示第３７号。以下「有期雇用教職員就業規則」とい

う。）第５４条第１項第１３号に定める年次休暇以外の休暇を取得した者

を除く。）が当該子を養育するために出生時育児休業をすることができる。

ただし、当該子について、既に２回の出生時育児休業をしたことがあると

きは、当該申出をすることができない（任期又は期間を付して雇用される

者が出生時育児休業をしている場合において、その任期又は期間の終了

後、任期又は期間の更新に伴い、その初日から引き続き申し出る場合を除



く。）。 

３ 第１項で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。 

（１） 育児休業をしていた有期雇用教職員が、第１０条第１項第３号に

掲げる事由に該当したことにより育児休業が終了した後、同号に規定す

る産前の休暇又は産後の休暇に係る子が死亡し、又は養子縁組等により

教職員と別居したとき。 

（２） 育児休業をしていた有期雇用教職員が、第１０条第１項第４号に

掲げる事由に該当したことにより育児休業が終了した後、同号に規定す

る申出に係る子が、次のいずれかに該当するに至ったとき。 

ア 死亡したとき。 

イ 養子縁組等により有期雇用教職員と別居したとき。 

ウ 特別養子縁組の不成立等により、前項に定める子に該当しなくなっ

たとき。 

（３） 育児休業をしていた有期雇用教職員が、第１０条第１項第５号に

掲げる事由に該当したことにより育児休業が終了した後、同号に規定す

る申出に係る要介護者が死亡し、又は離婚、婚姻の取消、離縁等により

教職員との親族関係が消滅したとき。 

（４） 削除 

（５） 当該有期雇用教職員の育児休業申出に係る子の親である配偶者

（以下この章及び次章において「配偶者」という。）が負傷又は疾病に

より入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に

予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に

係る子について、再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障を

生じるとき。 

（６） 当該申出に係る子について、負傷、疾病又は身体上若しくは精神

上の障害により、２週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態にな

ったとき。 

（７） 当該申出に係る子について、児童福祉法（昭和２２年法律第１６

４号）第３９条第１項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）

第２条第６項に規定する認定子ども園又は児童福祉法第２４条第２項

に規定する家庭的保育事業等（以下「保育所等」という。）における保

育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない

とき。 

４ 第１項に定めるもののほか、有期雇用教職員は、その養育する１歳から

１歳６ヶ月に達するまでの子について、有期雇用教職員又はその配偶者が

当該子が１歳到達日において育児休業をしている場合で次の各号のいず

れかに該当する場合でかつ当該子の１歳到達日後の期間において、この項

の規定による申出により育児休業をしたことがない場合（第１項で定める

特別な事情がある場合には次の各号のいずれかに該当する場合）は、大学

に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、その配偶

者が当該子の１歳到達日において育児休業をしているものにあっては、次

条第２項に該当しないものに限り、当該申出をすることができる。この場

合において、準用後の第５条、第７条、第７条の２、第８条及び第１０条

の規定の適用に当たっては、第５条第１項の規定中「１月（当該子が１歳

に達している場合にあっては２週間。以下「１月等」という。）」及び同

条第２項の規定中「１月等」並びに第７条第１項及び第７条の２の規定中

「１月」とあるのは「２週間」と、第８条第３項及び第１０条第１項の規

定中「１歳」とあるのは「１歳６ヶ月」と読み替えるものとする。 

（１） 当該申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望

し、申込みを行っているが、当該子の１歳到達日後の期間について、当



面その実施が行われない場合 

（２） 常態として当該申出に係る子の養育を行っている配偶者であって

当該子の１歳到達日後の期間について常態として当該子の養育を行う

予定であったものが次のいずれかに該当した場合 

イ 死亡したとき。 

ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該申出に係る

子を養育することが困難な状態になったとき。 

ハ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が当該申出に係る子と同居

しないこととなったとき。 

ニ ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産する予

定であるか又は産後８週間を経過しないとき。 

（３） 前項第１号から第３号までに掲げる場合に該当した場合 

５ 第１項及び前項に定めるもののほか、有期雇用教職員は、その養育する

１歳６ヶ月から２歳に達するまでの子について、有期雇用教職員又はその

配偶者が当該子が１歳６ヶ月到達日において育児休業をしている場合で

前項各号のいずれかに該当する場合は、大学に申し出ることにより、育児

休業をすることができる。この場合において、前項各号の規定の適用に当

たっては、前項各号中「１歳」とあるのは「１歳６ヶ月」と、第５条、第

７条、第７条の２、第８条及び第１０条の規定の適用に当たっては、第５

条第１項の規定中「１月（当該子が１歳に達している場合にあっては２週

間。以下「１月等」という。）」及び同条第２項の規定中「１月等」並び

に第７条第１項及び第７条の２の規定中「１月」とあるのは「２週間」と、

第８条第３項及び第１０条第１項の規定中「１歳」とあるのは「２歳」と

読み替えるものとする。 

第４条 第４条 前条第１項の規定にかかわらず、大学は、育児・介護休業法第６条

第１項ただし書の規定による労使協定がある場合は、次の各号の一に該当

する有期雇用教職員からの育児休業の申出は、これを拒むことができる。

（１） 大学に引き続き雇用された期間が１年に満たない有期雇用教職員

（２） 育児休業の申出があった日から起算して１年以内に退職すること

が明らかな有期雇用教職員 

２ 前項に定めるもののほか、育児休業により養育する子が１歳６か月に達

する日（前条第４項の場合にあっては、２歳に達する日）までに、その労

働契約（労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満了す

ることが明らかな有期雇用教職員（無期雇用教職員を除く。）は、育児休

業をすることができない。 

３ 第１項の規定は有期雇用教職員から出生時育児休業の申出があった場

合について準用する。この場合において「前条第１項」とあるのは「前条

第２項」と、「育児・介護休業法第６条第１項ただし書」とあるのは「育

児・介護休業法第９条の３第２項により準用する同法第６条第１項ただし

書」と、「１年以内」とあるのは「８週間以内」と読み替えるものとする。

４ 前項に定めるもののほか、出生時育児休業により養育する子の出生の日

（出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日）か

ら起算して８週間を経過する日の翌日から６月を経過する日までに、その

労働契約が満了することが明らかな有期雇用教職員は出生時育児休業を

することができない。 

５ 前２項に定めるもののほか、有期雇用教職員からその養育する子につい

て出生時育児休業申出がなされた後に、当該出生時育児休業申出をした日

に養育していた子についての当該有期雇用教職員からの新たな出生時育

児休業申出は、これを拒むことができる。 

第８条 第８条 育児休業等の申出をした有期雇用教職員は、育児休業等開始予定日

とされた日（第５条第２項、同条第３項又は第６条第２項の規定による大



学の指定があった場合にあっては、当該大学の指定した日、第６条第１項

の規定により育児休業等開始予定日が変更された場合にあっては、当該変

更後の育児休業等開始予定日とされた日。第３項及び次条において同じ。）

の前日までに所定の申出書を大学に提出することにより、育児休業等の申

出を撤回することができる。 

２ 前項の規定により育児休業等の申出を撤回した有期雇用教職員は、第３

条第１項ただし書及び第２項ただし書の規定の適用については、当該申出

に係る育児休業等をしたものをみなす。 

３ 第１項により第３条第４項又は第５項の育児休業等の申出を撤回した

場合、当該育児休業の申出に係る子については、次の各号の一に該当する

場合を除き、第３条第４項及び第５項の規定にかかわらず、育児休業の申

出をすることができない。 

（１） 配偶者が死亡したとき。 

（２） 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児

休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。 

（３） 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業申出に係る子と

同居しなくなったとき。 

（４） 当該申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望

し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。 

（５） その他育児休業の撤回時に予測することができなかった事実が生

じたことにより当該育児休業に係る子について、育児休業をしなければ

その養育に著しい支障を生じるとき。 

４ 育児休業等の申出がなされた後、育児休業等開始予定日とされた日の前

日までに、次の各号の一に該当する場合には、当該育児休業等の申出は、

されなかったものとみなす。この場合において有期雇用教職員は、大学に

対して当該事由が生じた旨を遅滞なく届出しなければならない。 

（１） 育児休業等申出に係る子が死亡したとき。 

（２） 育児休業等申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子

縁組の取消があったとき。 

（３） 育児休業等申出に係る子が養子となったことその他の事情により

当該育児休業等申出をした有期雇用教職員と当該子とが同居しないこ

ととなったとき。 

（４） 育児休業等申出に係る子が特別養子縁組の不成立等により、第３

条第１項に定める子に該当しなくなったとき。 

（５） 育児休業等申出をした有期雇用教職員が、負傷、疾病又は身体上

若しくは精神上の障害により、当該育児休業等申出に係る子が１歳に達

するまでの間（出生時育児休業にあっては当該育児休業等申出に係る子

の出生日から起算して８週間を経過する日の翌日までの間）、当該子を

養育することができない状態になったとき。 

第９条 第９条 育児休業等を申し出た有期雇用教職員が、育児休業等をすることが

できる期間（以下「育児休業等期間」という。）は、育児休業等開始予定

日とされた日から育児休業等終了予定日とされた日（第７条第１項の規定

により変更された場合にあってはその変更後の育児休業等終了予定日と

された日）までの間とする。 

２ 有期雇用教職員の養育する子について、当該有期雇用教職員の配偶者が

当該子の１歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するため

に育児休業をしている場合における第３条の規定の適用については、同条

第１項中「１歳に満たない子」とあるのは「１歳に満たない子（第９条第

２項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業等を

する場合にあっては、１歳２か月に満たない子）」と、第３条第３項中「又

はその配偶者が当該子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）」



とあるのは「が当該子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）

（当該有期雇用教職員が第９条第２項の規定により読み替えて適用する

第１項の規定によりした申出に係る第９条第１項（同条第２項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）に規定する育児休業等終了予定日と

された日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業等

終了予定日とされた日）において育児休業等をしている場合又は当該有期

雇用教職員の配偶者が当該子の１歳到達日（当該配偶者が第９条第２項の

規定により読み替えて適用する第１項の規定によりした申出に係る第９

条第１項（同条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に

規定する育児休業等終了予定日とされた日が当該子の１歳到達日後であ

る場合にあっては、当該育児休業等終了予定日とされた日）」と、第３条

第３項ただし書中「１歳到達日」とあるのは「１歳到達日（当該有期雇用

教職員が第９条第２項の規定により読み替えて適用する第１項の規定に

よりした申出に係る第９条第１項（同条第２項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）に規定する育児休業等終了予定日とされた日が当該

子の１歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業等終了予定日とさ

れた日）」とする。 

３ 前項の規定は、同項の規定を適用した場合の第３条第１項の規定による

申出に係る育児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の１

歳到達日の翌日後である場合又は前項の場合における当該有期雇用教職

員の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合

には、これを適用しない。 

第１０条 第１０条 育児休業等期間は、次の各号の一に該当する場合には、前条の規

定にかかわらず、当該事情が生じた日（第３号及び第５号に掲げる事情が

生じた場合にあってはその前日）に終了する。 

（１） 第８条第３項各号に掲げる事由が生じたとき。 

（２） 育児休業等申出に係る子が１歳に達したとき（出生時育児休業に

係る育児休業等申出にあっては、育児休業等申出に係る子の出生の日の

翌日（出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定

日の翌日）から起算して８週間を経過したとき。）。 

（３） 育児休業等をしている有期雇用教職員について産前の休暇又は産

後の休暇が開始されたとき。 

（４） 育児休業等をしている有期雇用教職員について新たに育児休業等

が開始されたとき。 

（５） 育児休業等をしている有期雇用教職員について新たに第３１条の

規定による介護休業が開始されたとき。 

２ 出生時育児休業に係る育児休業等期間は、前項の規定のほか、出生時育

児休業申出に係る子の出生の日（出産予定日後に当該子が出生した場合に

あっては、当該出産予定日）以後に出生時育児休業をする日数が２８日に

達した日に終了する。 

３ 育児休業等をしている有期雇用教職員は、第８条第３項各号に掲げる事

由が生じた場合には、遅滞なくその旨を大学に届出しなければならない。

４ 第５条第４項の規定は、前項の届出について準用する。 

第１５条 第１５条 有期雇用教職員は、当該教職員の小学校第３学年の終期を経過す

るまでの子を養育するために、大学に申し出ることにより、当該子が小学

校第３学年の終期を経過する日まで１日の勤務時間の一部について勤務

しないこと（以下「育児部分休業」という。）ができる。ただし、大学に

引き続き雇用された期間が１年に満たない有期雇用教職員（育児・介護休

業法第２３条第１項の規定による労使協定がある場合に限る。）は、これ

を行うことができない。 

第１７条 第１７条 育児部分休業は、有期雇用教職員就業規則第４４条に規定する正



規の勤務時間の始め又は終りにおいて、１日を通じて２時間（有期雇用教

職員就業規則第５４条第１項第１８号に規定する保育時間を承認されて

いる有期雇用教職員については、２時間から当該保育時間を減じた時間）

を超えない範囲内で、有期雇用教職員の託児の態様、通勤の状況等から必

要とされる時間について、１５分を単位として行うものとする。 

第１９条 第１９条 育児部分休業により勤務しない場合には、その勤務しない１時間

につき、有期雇用教職員就業規則第３４条に規定する額を日給から減じて

支給する。 

第２０条の７ 第２０条の７ 有期雇用教職員は、小学校就学の始期に達するまでの子を養

育するために、大学に請求することにより、正規の勤務時間以外の時間、

休日の勤務（以下「時間外勤務」という。）を命ぜられることはない。た

だし、業務の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。 

２ 前項の請求は、大学に引き続き雇用された期間が１年に満たない有期雇

用教職員（育児・介護休業法第１６条の８第１項の規定による労使協定が

ある場合に限る。）は行うことができない。 

第２１条 第２１条 有期雇用教職員は、小学校第３学年の終期を経過するまでの子を

養育するために、大学に請求することにより、制限時間（１月について２

４時間、１年について１５０時間をいう。以下同じ。）を超えて時間外勤

務を命ぜられることはない。ただし、業務の正常な運営を妨げる場合は、

この限りでない。 

２ 前項の請求は、大学に引き続き雇用された期間が１年に満たない有期雇

用教職員は行うことができない。 

第２７条 第２７条 前条の請求は、次の各号の一に該当する有期雇用教職員は、これ

を行うことができない。 

（１） 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育すること

ができる当該子の１６歳以上の同居の家族（育児介護休業法第２条第５

号の家族をいう。以下同じ。）であって、次の各号のいずれにも該当す

る者がいる場合の当該有期雇用教職員 

イ 深夜において就業していない者（深夜における就業日数が１月につ

いて３日以下の者を含む。）であること。 

ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、請求に係る子

を養育することが困難な状態にある者でないこと。 

ハ ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産する予

定であるか又は産後８週間を経過しない者でないこと。 

（２） 正規の勤務時間の全部が深夜にある有期雇用教職員 

（３） 大学に引き続き雇用された期間が１年に満たない有期雇用教職員

第３１条 第３１条 有期雇用教職員は、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害

により２週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者（以下

「要介護者」という。）を介護するために、大学に申し出ることにより、

介護休業をすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、大学は、育児・介護休業法第１２条第２項の

規定において準用する育児・介護休業法第６条第１項ただし書の規定によ

る労使協定がある場合は、次の各号の一に該当する有期雇用教職員からの

介護休業の申出は、これを拒むことができる。 

（１） 大学に引き続き雇用された期間が１年に満たない有期雇用教職員

（２） 介護休業申出があった日から起算して９３日以内に退職すること

が明らかな有期雇用教職員 

３ 前項に定めるもののほか、介護休業開始予定日から起算して９３日を経

過する日から６月を経過する日までに、その労働契約（労働契約が更新さ

れる場合にあっては、更新後のもの）が満了することが明らかな有期雇用

教職員（無期雇用教職員を除く。）は、介護休業をすることができない。



４ 第１項の要介護者の対象者は、次の各号の一に該当する者をいう。 

（１） 同居・別居を問わない 

イ 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下この項において同じ。） 

ロ 父母 

ハ 子 

ニ 配偶者の父母 

ホ 祖父母 

ヘ 孫 

ト 兄弟姉妹 

（２） 同居を条件とする 

イ 父母の配偶者 

ロ 配偶者の父母の配偶者 

ハ 子の配偶者 

ニ 配偶者の子 

第３５条 第３５条 介護休業を申し出た有期雇用教職員が、介護休業をすることがで

きる期間（以下「介護休業期間」という。）は、要介護者１人につき、３

回を超えず、かつ、９３日から当該申出に係る要介護者についての次に掲

げる日数を合算した日数を差し引いた日数の期間を限度とする。 

（１） 介護休業をした日数 

（２） 育児・介護規程第４０条に規定する介護部分休業をした日数 

２ 前項ただし書の規定は、締結する労働契約の期間の末日を介護休業終了

予定日とする介護休業をしている有期雇用教職員が、当該介護休業に係る

要介護者について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の期間の初日

を介護休業開始予定日とする介護休業申出をする場合には、これを適用し

ない。 

第３８条 第３８条 介護休業により勤務しない場合には、その勤務しない１時間につ

き、有期雇用教職員就業規則第３４条に規定する額を日給から減じて支給

する。 

第４０条 第４０条 有期雇用教職員は、要介護者を介護するために、大学に申し出る

ことにより、１日の勤務時間の一部について勤務しないこと（以下「介護

部分休業」という。）ができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、大学は、育児・介護休業法第２３条第３項た

だし書の規定による労使協定がある場合は、大学に引き続き雇用された期

間が１年に満たない有期雇用教職員からの介護部分休業の申出は、これを

拒むことができる。 

第４１条 第４１条 介護部分休業ができる期間は、次の各号によるものとする。 

（１） 介護休業も取得する場合 介護休業と併せて要介護者１人につ

き、３回を超えず、かつ、通算９３日の期間。 

（２） 介護部分休業だけの場合 要介護者１人につき、３回を超えず、

かつ、通算９３日の期間。 

２ 介護部分休業は、１日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻

まで連続した４時間（当該介護部分休業と要介護者を異にする介護時間の

申出をして勤務しない時間がある日については、当該４時間から当該介護

時間により勤務しない時間を減じた時間）の範囲内で、必要とされる時間

について１時間を単位として行うものとする。 

第４３条の１０ 第４３条の１０ 有期雇用教職員は、要介護者を介護するために、大学に請

求することにより、時間外勤務を命ぜられることはない。ただし、業務の

正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。 

２ 前項の請求は、大学に引き続き雇用された期間が１年に満たない有期雇

用教職員（育児・介護休業法第１６条の９第１項の規定において準用する



育児・介護休業法第１６条の８第１項の規定による労使協定がある場合に

限る。）は行うことができない。 

第４４条 第４４条 有期雇用教職員は、要介護者を介護するために、大学に請求する

ことにより、制限時間を超えて時間外勤務を命ぜられることはない。ただ

し、業務の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、大学に引き続き雇用された期間が１年に満た

ない有期雇用教職員は時間外勤務の制限を請求することができない。 

第４９条 第４９条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する有期雇用教職

員は、請求することができない。 

（１） 当該請求に係る深夜において、常態として当該要介護者を介護す

ることができる当該要介護者の１６歳以上の同居の家族であって、次の

各号のいずれにも該当する者がいる場合の当該有期雇用教職員 

イ 深夜において就業していない者（深夜における就業日数が１月につ

いて３日以下の者を含む。）であること。 

ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、請求に係る要

介護者を介護することが困難な状態にある者でないこと。 

ハ ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産する予

定であるか又は産後８週間を経過しない者でないこと。 

（２） 正規の勤務時間の全部が深夜にある有期雇用教職員 

（３） 大学に引き続き雇用された期間が１年に満たない有期雇用教職員

（平１８達２２・平１９達１７・平２０達７６・平２２達１２・平２６達３１・平２７

達３４・平２８達９２・平２９達１６・平２９達４２・令３達７２・一部改正、令４達

７６・旧別表第８繰下、令４達７８・令６達１２・令７達１０・一部改正） 

 


